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業 務 仕 様 書
（適用の範囲及び仕様書の遵守）

第１条 本仕様書は、「Ｒ８企総管 棚野ダム 自動制御装置保守業務」（以下「本業務」という。）に適用

するものとし、本仕様書の内容に疑義を生じた場合は、監督員に仕様の確認を行うものとする。

なお、本業務は、設備を構成する各機器の点検、諸測定及び調整を行い、設備の機能を常に最良の状態に

維持し、障害発生を未然に防止することを目的とするため、本仕様書に明記なき事項についても、設備の機

能上当然必要となる業務は、これを実施するものとする。

（共通仕様書の適用）

第２条 本業務仕様書に記載なき事項については、徳島県県土整備部「徳島県測量作業共通仕様書 平成２１

年４月」、「徳島県設計業務共通仕様書 平成２１年４月」、「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書

平成２１年４月」に基づき実施しなければならない。

なお、これらに定めのないもので、港湾設計・測量・調査等業務にあっては「港湾設計・測量・調査等共

通仕様書（国土交通省港湾局編集）」に基づき実施しなければならない。

２ 共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針等は改定された最新のものとす

る。ただし、業務途中で改定された場合はこの限りでない。

（共通仕様書の変更・追加事項）

第３条 「徳島県測量作業共通仕様書 平成２１年４月」、「徳島県設計業務共通仕様書 平成２１年４月」

及び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成２１年４月」に対する【変更】及び【追加】仕様事項

は、次のホームページに掲載の「委託業務共通仕様書（変更・追加事項）」のとおりとする。

なお、入札公告日又は指名通知日における最新のものを適用するものとする。

（徳島県ＨＰ)：「委託業務共通仕様書について」

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2009033100099

（共通仕様書の読み替え）

第４条 「徳島県測量作業共通仕様書 平成２１年４月」、「徳島県設計業務共通仕様書 平成２１年４月」

及び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成２１年４月」において、「徳島県電子納品運用ガイド

ライン【土木事業設計業務編】」とあるのは「徳島県電子納品運用ガイドライン【土木設計等業務編】」と、

読み替えるものとする。

（成績評定の選択制（試行））

第５条 当初業務委託料（税込み）が１００万円を超え５００万円未満及び、変更契約で業務委託料が１００

万円を超えた土木工事に係る測量、設計、試験及び調査の委託業務（建物調査、不動産鑑定、除草、現場施

工管理等の委託業務は除く）は、別に定める委託業務（土木）成績評定の選択制試行要領」を適用する。

２ 前項の対象業務の受注者は、契約時、評定の実施の意向について、「委託業務（土木）成績評定に関する

意向確認書」を発注者契約担当に提出しなければならない。

３ 履行途中の評定の意向変更は原則認めないこととする。ただし、成績評定を希望した場合において、完了

時、変更契約により業務委託料（税込み）が１００万円以下となった場合は、評定は行わないものとする。

委託業務（土木）成績評定の選択制試行要領

徳島県HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7215929/

（受発注者共同による品質確保）

第６条 重要構造物（橋梁、トンネル、樋門、砂防等）設計や、補修設計において、必要であると判断された

場合は、情報共有（設計条件の留意点、関連業務の進捗状況、設計変更の提案等）・設計方針の確認を目的

とした、合同現地踏査等の発注者、受注者（測量、地質、調査、設計）で設計条件・方針を確認できる場を

設けることができるものとする。

なお、費用及び参加者等の詳細については、監督員と協議の上、決定するものとする。

（Ｗｅｂ会議【受注者希望型】）

第７条 本業務は、建設ＤＸによる業務の効率化を目的とした「Ｗｅｂ会議（受注者希望型）」の対象業務で
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あり、別に定める「Ｗｅｂ会議実施要領」を適用する。

２ 受注者は、Ｗｅｂ会議の実施を希望する場合は、業務着手時の打合せにおいて発注者と協議し、実施の範

囲等を決定するものとする。

Ｗｅｂ会議実施要領

徳島県HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/5035846/

（業務箇所への遠隔臨場【受注者希望型】）

第８条 本業務は、建設ＤＸによる業務の効率化を目的とした「遠隔臨場（受注者希望型）」の対象業務であ

り、別に定める「委託業務における遠隔臨場に関する実施要領」を適用する。

２ 受注者は、遠隔臨場の実施を希望する場合は、業務着手時の打合せにおいて発注者と協議し、実施を決定

するものとする。

委託業務における遠隔臨場に関する実施要領

徳島県HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7215928/

（資材価格高騰に対する特例措置）

第９条 本業務は、資材価格高騰に対する特例措置の対象業務である。

２ 本業務は、当初契約締結後において、設計単価の適用年月を、積算月から契約月へ変更するものとする。

（委託業務箇所）

第１０条 委託業務箇所は、次のとおりとする。

（１）勝浦郡勝浦町棚野 勝浦発電所

（２）勝浦郡勝浦町棚野 棚野ダム

（３）徳島市新蔵町１丁目 総合管理推進センター

（対象機器）

第１１条 本業務における点検対象機器の内容は、次のとおりとする。

棚野ダム自動制御装置 一式

（業務内容）

第１２条 本業務の内容は、別紙「点検項目一覧表」に掲げるとおりとする。また、次に掲げる機器の購入及

び交換作業を実施すること。

（１）FA-PC用HDD １０台

ただし、データ配信装置及び表示用端末装置は各１台、その他のFA-PCは各２台交換とする。

（２）DVDマルチドライブ ６台

（３）防塵フィルタ ６枚

（緊急点検）

第１３条 履行工期内に故障が発生した場合は、監督員の要請に速やかに対応し、故障部位についての点検あ

るいは現地での復旧・修理作業を実施すること。

なお、費用については、その都度協議するものとする。

（諸法令の遵守）

第１４条 受注者は、本業務の履行に当たり、次の各号に掲げる関係法令及び業務に関する諸法令を遵守する

ものとし、その運営及び適用は、受注者の負担と責任において行うものとする。

（１）労働安全衛生法

（２）電気設備技術基準

（３）その他関係法令等

（規格）

第１５条 本業務の点検、測定に当たっては、次の各号に掲げる規格を適用するものとする。ただし、監督員

が特に認めた場合は、この限りではない。

（１）日本産業規格（ＪＩＳ）
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（２）電気学会電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ）

（３）日本電機工業会規格（ＪＥＭ）

（４）その他関係規格、基準等

（提出図書）

第１６条 受注者は、「徳島県電子納品運用ガイドライン【土木工事編】（以下「ガイドライン」という。）」を準用し、各業

務段階の最終成果を電子成果品として納品（以下「電子納品」という。）しなければならない。

なお、ガイドライン中の「工事」は「業務」に、「特記仕様書・現場説明書」は「業務仕様書」に、「しゅん工」は「完

了」にそれぞれ読み替えるものとする。

２ ガイドラインで特に記載がない項目については、監督員と協議の上提出するものとする。

３ 受注者は、都合により電子納品できないときは、監督員と協議の上全ての書類を紙納品することができる。

４ 受注者は、１項に定める電子成果品（正・副各１部）のほか、次に掲げる図書を電子データ及び紙媒体により

指定期日までに提出しなければならない。

（１）業務計画書 契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に ２部

ア 業務概要

イ 業務工程

ウ 業務組織計画

エ 連絡体制（緊急時含む）

オ 使用する主な機器

カ 作業方法

キ その他

（２）業務成果報告書 業務完了検査請求日まで ２部

（３）業務写真 業務完了検査請求日まで ２部

（４）監督員が指示する図書 必要部数

（管理技術者）

第１７条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、管理技術者通知書を契約締結後土曜日、

日曜日、祝日等を除き１０日以内に監督員に提出しなければならない。また、管理技術者通知書の内容が変

更になった場合は、変更日から土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に監督員に管理技術者変更通知書

を提出し確認を受けなければならない。

２ 受注者は、管理技術者の能力と経験を証明できるもの（業務経歴書等）を提出しなければならない。

３ 受注者は、管理技術者と受注者との直接的、恒常的な雇用関係が確認できるもの（健康保険証等の写し）

を監督員に提示しなければならない。

４ 受注者は、原則として、現場での業務に際して管理技術者を常駐させて作業を行わなければならない。

５ 管理技術者は、本業務の管理及び統括を行うほか、一切の権限（業務委託料の変更、履行期間の変更、業

務委託料の請求及び受領、契約解除に係る権限を除く。）を有する者である。

６ 管理技術者は、本業務の履行に当たり、技術上の管理を行うに必要な能力と経験を有する技術者でなけれ

ばならない。

７ 管理技術者は、監督員が指示する関連のある他業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、本業務

を実施しなければならない。

（その他）

第１８条 受注者は、本業務の工程表作成に際し監督員と協議の上決定するものとする。

２ 受注者は、本業務の実施に際し、監督員の立会あるいは了解のもと作業を行わなければならない。

３ 本業務に必要な点検器具及び工具類は、受注者の負担と責任において準備しなければならない。

４ 本業務の履行に当たり、軽微な修理部品については受注者の負担とする。

５ 本業務は、受注者の責任において発注者の業務に支障のないよう行わなければならない。

６ 本業務に起因する故障が発生した場合は、受注者の責任と費用負担によって復旧処理しなければならない。

７ 本業務実施中に故意又は過失によって他の設備及び第三者に損害を与えた場合は、全て受注者の責任によ

り補償しなければならない。

８ 本業務により不良箇所が発見された場合、受注者は速やかに監督員に報告し、その処置について協議する

ものとする。ただし、軽微なものについては受注者の負担にて補修するものとする。

９ 撤去品がある場合、監督員が指示する場所に集めておくものとする。
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（業務の完了）

第１９条 業務終了後、発注者の行う業務完了検査の合格をもって本業務の完了とする。


